
号

外

四�
平

成
二
十
年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
整
備
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
病
院
看
護
職
員
就
職
準
備
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

同

)

二

告

示

○
県
立
病
院
で
使
用
す
る
病
院
事
業
開
設
者
印
に
関
す
る
告
示
の
一
部

改
正

(
同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
立
病
院
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
号

岐
阜
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
病
院
事
業
財
務
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
丙
中｢に

お
け
る
公
定
歩
合
｣

を｢に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
15条
第
１

項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
、｢当

該
公
定
歩
合
｣

を｢当

該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
病
院
看
護
職
員
就
職
準
備
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
号

岐
阜
県
立
病
院
看
護
職
員
就
職
準
備
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
病
院
看
護
職
員
就
職
準
備
資
金
貸
付
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
五
号)

( ) 平成20年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日



健
康
診
断
料

一
回
に
つ
き

算
定
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
初
診
料
又
は

再
診
料
、
検
査
料
、
画
像
診
断
料
及
び
病

理
診
断
料
を
合
算
し
た
額(

課
税
と
な
る

場
合
は
、
そ
の
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て

得
た
額)

妊
婦
等
保
健
指

導
料

乳
房
マ
ッ
サ
ー

ジ
料

生
命
保
険
等
医

師
面
談
料

新
生
児
管
理
料

一
回
に
つ
き

一
回
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
日
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円(

課
税
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額)

二
、
〇
〇
〇
円(

課
税
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額)

五
、
二
五
〇
円

七
、
五
一
〇
円

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

五
十
万
円｣

を｢

五
十
万
円
以
内｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
号

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
病
院
使
用
料
徴
収
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
国
、
地
方
公
共
団
体
、
社
会
保
険
団
体
等
と
診
療
契
約
を
締

結
し
た
と
き
又
は
健
康
診
断
等
の
費
用
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
契
約
に
よ
り
算
定

し
た
額
と
す
る
。

別
表
中
診
療
料
の
項
を
削
り
、
同
表
予
防
接
種
料
の
項
中｢

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十

二
号｣

を｢

平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号｣

に
、｢

注
射
料｣

を｢
投
薬
料
又
は
注
射

料｣

に
改
め
、｢

得
た
額)｣

の
下
に｢

。
た
だ
し
、
使
用
薬
剤
の
薬
価(

薬
価
基
準)

(
平
成
二
十
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
号)

に
定
め
の
な
い
薬
剤
を
使
用
し
た
場
合
は
、
使
用
薬
剤
の
購
入
価
格
を

薬
価
と
み
な
す
。｣

を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
分
べ
ん
料
の
項
中｢

八
五
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
二
〇
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

四
二
、
五
〇
〇

円｣

を｢

六
〇
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

九
五
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

四
七
、

五
〇
〇
円｣

を｢

六
五
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

一
五
五
、
〇
〇
〇
円｣

に
、

｢

五
二
、
五
〇
〇
円｣

を｢

七
七
、
五
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
新
生
児
介
補
料
の
項
及
び
新
生
児
室
使
用
料
の
項
を
削
り
、
同
表
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
チ
ェ
ッ

ク
コ
ー
ス
の
項
中｢

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ス｣

を｢

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
症
候
群
チ
ェ
ッ

ク
料｣

に
改
め
、
同
表
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
外
来
相
談
料
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
受
託
検
査
料
の
項
中｢

一
検
体
一
回
に
つ
き｣

を｢

一
回
に
つ
き｣

に
、｢

算
定
方
法
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
に
百
分
の
八
十
四
を
乗
じ
て
得
た
額｣

を｢

算
定
方
法
に
よ
り
算
定

し
た
検
査
料
、
画
像
診
断
料
及
び
病
理
診
断
料
を
合
算
し
た
額(

課
税
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
額
に
一
・

〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額)｣

に
改
め
、
同
表
人
工
受
精
料
の
項
中｢

人
工
受
精
料｣

を｢

人
工
授
精
料｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

県
立
病
院
で
使
用
す
る
病
院
事
業
開
設
者
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
八

十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年３月31日 ( )２



三
中｢

老
人
保
健
法(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号)｣

を｢

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号)｣

に
、｢

老
人
保
健
法
施
行
規
則(

昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令

第
二
号)｣
を｢

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第

百
二
十
九
号)｣
に
改
め
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

健

康

福

祉

部

県

立

病

院

岐
阜
県
立
病
院
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
立
病
院
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
立
病
院
処
務
規
程(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

昭
和
三
十
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号｣

を｢

平
成
元
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十

八
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成20年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年３月31日 ( )４

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


